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■ はじめに■ はじめに■ はじめに■ はじめに

インターネットの掲示板

における匿名者による誹謗

中傷等の情報発信が社会問

題となっています。

これらの情報発信が企業

に向けられる場合、当該企

業の信用を著しく毀損しか

ねません。このような情報

を放置した場合、グーグル

やヤフー等の検索エンジン

で商号や商標を検索した際

に、誹謗中傷サイトが上位

にリストアップされること

も少なくないのです。

このような事態にどのよ

うに対処したらよいのでし

ょうか。プロバイダー責任

法（特定電気通信役務提供

者の損害賠償責任の制限及

び発信者情報の開示に関す

る法律）を中心に、考えて

いきたいと思います。

■ まずは情報発信を止め■ まずは情報発信を止め■ まずは情報発信を止め■ まずは情報発信を止め

させるさせるさせるさせる

（１）まず証拠の保全を

誹謗中傷を含む問題情報

の特定や後々の証拠のため

に、一度データをプリント

アウトして下さい。

（２）送信防止措置

違法情報を発信している

掲示板の運営者に対して、

不法行為に基づいて、その

送信を遮断する措置を行う

ように請求することができ

ます。運営者は、この請求

に基づいて送信防止措置を

行った場合、同法により被

害者に対する損害賠償義務

を免除されます。

（３）仮処分の申立

掲示板運営者が自発的に

情報発信を遮断しない場合

は、裁判所に仮処分の申立

を行うことになります。

（４）訴訟提起

掲示板運営者には一定の

条件下で違法情報の削除義

務が発生するため、①削除

請求を求めると共に、②削

除義務を果たさなかった掲

示板運営者に対して損害賠

償を請求することができま

す（東 京地方裁 判所 平 成

年(ワ)第 号、東京13 15125

高等裁判所 平成 年(ネ)14

第 号 、 東 京 地 方 裁 判4083

14 8603所 平 成 年 (ワ )第

18 28359号、平成 年(ワ)第

号 。）

■ 情報発信者に対して損■ 情報発信者に対して損■ 情報発信者に対して損■ 情報発信者に対して損

害賠償請求を害賠償請求を害賠償請求を害賠償請求を

（１）発信者情報開示
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違法情報の発信に利用さ

れている掲示板運営者に対

して、当該情報の発信者の

住所、氏名等を開示するよ

うに請求することができま

す。

発 信 者 情 報 開 示 の 請 求

は、基本的には訴訟によら

ない方法でも行うことがで

きます。被害者側では、違

法情報の発信元になってい

る掲示板開設者に対し、被

害 の内 容 や 等 を 添 えURL

て、この開設者に請求しま

す。

ただし、以下の３点の注

意が必要です。

① ネット掲示板等で違法

情 報 が 発 信 さ れ る 場 合 に

は、掲示板の開設者が加害

者の住所や氏名を把握して

いないことが多いため、発

信者の ア ドレスとタイIP

ムスタンプ（この場合は掲

示板へ書き込みを行った日

時）のみの開示を受けるこ

ともあります。

IPこ の 場 合 に は 、 そ の

アドレスの所有者（インタ

ーネット接続を提供してい

るプロバイダーなど、いわ

ゆる「アクセスプロバイダ

ー ）に対して、改めて発」

信者情報開示の請求を行う

必要があります。

なお、一部のネット掲示

IP板 運 営 者 は 、 発 信 者 の

アドレスやタイムスタンプ

などの「ログ情報」を記録

していない場合もあり、発

信者情報開示が不可能な場

合もあります。

② 社団法人テレコムサー

ビス協会、電気通信事業者

協会、日本インターネット

プロバイダー協会のいずれ

かの会員がプロバイダーの

場合 「発信者情報開示ガ、

イドライン」にのっとり、

同ガイドラインが定める書

式、要領で開示請求を行う

必要があります。

③ プロバイダー側では、

その資料等を基に検討し、

請求に応じるか応じないか

の判断を独自に行います。

その際、発信者への意見

照会を行うことが同法によ

り義務付けられています。

従って、発信者情報開示

については、プライバシー

保護や電気通信事業法上の

守秘義務を理由として訴訟

外での開示には一切応じな

いプロバイダーが多いのが

実情です。

（２）開示請求訴訟の提起

そこで、同法に基づく発

信者情報開示請求訴訟を提

起する必要が出てきます。

訴訟では、多くの事例で

開 示 が 認 め ら れ て い ま す

14（東京地方裁判所 平成

年(ワ)第 号 、東京地11665

方裁判所 平成 年(ワ)第14

号、東京高等裁判所28169

平成 年(ネ)第 号 。16 852 ）

なお、発信者情報開示請

求訴訟は、プロバイダーの

本店所在地の管轄裁判所に

提起します。

（３）損害賠償請求訴訟の

提起

被害者は、開示された情

、 （ ）報を基に 加害者 発信者

に対して、損害賠償請求等

の法的措置を講じることが

できます。

■ 刑事事件としての告訴■ 刑事事件としての告訴■ 刑事事件としての告訴■ 刑事事件としての告訴

平成２０年２月２９日東

京地裁がネット上の表現が

名誉毀損罪に該当するか否

かについて従来と異なる判

断を下し注目を浴びていま

す。

即ち、従来免責のために

必要とされていた「真実と

信じることにつき相当の理

由があること」という要件

を緩和したのです。

誰でも自由に情報発信で

きるという特殊性を重視し

たものと思われますが、ネ

ット社会における表現の自

由を尊重したのか、ネット

上での誹謗中傷の氾濫を放

置するものか、評価が分か

れています。

私は、名誉毀損の損害を

回復するためには相当の労

力を強いられることから、

安易に要件を緩和すること

には反対です。

いずれにしても、刑事告

訴については慎重な判断が

求められます。
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